
１．重要な会計方針

　（1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　満期保有目的債権……原価法によっている。
　（２）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
　基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　 30,000,000 　　 0 　 　 0 　　 30,000,000
30,000,000 0 0 30,000,000

　 　 　 　
　 18,210,678 　　 14,064,996 　 　 13,131,004 　　 19,144,670

485,259 16,944,601 16,622,975 806,885

　 18,695,937 　　 31,009,597 29,753,979 　　 19,951,555
48,695,937 31,009,597 29,753,979 49,951,555

３．基本財産及び特定資産の財源等内訳

　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 （単位：円）

当期末残高
うち指定正味財産

からの充当額
うち一般正味財産

からの充当額
うち負債に
対応する額

　　 　　　 　 　　 　　
30,000,000 （ 30,000,000 ） （ 0 ） ( 0 )

　 30,000,000 　（ 30,000,000 ） （ 0 ） ( 0 )
　 　 　 　

19,144,670 （ 19,144,670 ） （ 0 ） ( 0 )
806,885 （ 806,885 ） （ 0 ） ( 0 )

　 19,951,555 　（ 19,951,555 ） （ 0 ） ( 0 )

49,951,555 49,951,555 0 0

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 （単位：円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

果実生産販売 会員農協 18,210,678 14,064,824 13,130,832 19,144,670 指定正味財産

拡大対策事業 受取利息 0 172 172 0 -
18,210,678 14,064,996 13,131,004 19,144,670

果実緊急価格 会員農協 485,259 8,875,744 8,554,118 806,885 指定正味財産

安定対策事業 鳥取県 0 8,068,857 8,068,857 0 -
485,259 16,944,601 16,622,975 806,885

果樹経営支援対策事業及び
果樹未収益期間支援事業 0 24,907,245 24,907,245 0 -

花粉専用園地育成推進事業 0 0 0 0 -

果樹経営支援対策事業
推進事務費 0 171,437 171,437 0 -

都道府県推進事務費 0 758,258 758,258 0 -

18,695,937 56,846,537 55,590,919 19,951,555

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

金額

29,753,979

29,753,979

合　　　　　　計

B/S上の記載区分

小　　　　　　計

小　　　　　　計

中央果実
協会

合　　　　　　計

内容

経常収益への振替額
受取交付準備金振替額

合計

特定資産小計

特定資産小計
合　　　　　　計

科　　目

基本財産
預り出資金引当資産

小　　　　　　計
特定資産
　　果実生産販売拡大交付準備金引当資産
　　果実緊急価格安定交付準備金引当資産

財務諸表に対する注記

　　　25年度から「公益法人会計基準（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等
　 委員会）」を採用している。

科　　目

基本財産
預り出資金引当資産

小　　　　　　計
特定資産
　　果実生産販売拡大交付準備金引当資産
　　果実緊急価格安定交付準備金引当資産


